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               Press Release   

 
令和７年７月１６日  

夏季休暇中の感染症対策にご協力ください 

 

１ 概要  

県内において、百日咳、伝染性紅斑、水痘およびヘルパンギーナの流行が確認されています。百日

咳は現行の統計開始以降、年間累計数を更新し、伝染性紅斑は第 23週（6/2～6/8）から警報基準を、

水痘については第 28週（7/7～7/13）から注意報基準を超えています。また、ヘルパンギーナも第 25

週以降、増加傾向にあり、注意が必要です。 

夏季休暇中は、人々の移動が平時と比較して活発化することが予想されます。外出や旅行等を控え

る必要はありませんが、基本的な感染対策を行い、健康に過ごしましょう。体調がすぐれない場合は、

無理せずに外出を控え、事前に医療機関へ連絡して受診しましょう。 

 

２ 基本的な感染対策 

夏季休暇中においても、以下の４つの対応を軸に感染予防に取り組みましょう。 

 

３ 百日咳 

 百日咳患者は、2025年において第 28 週までに 428 人報告（速報値）されており、2018 年からの全

数把握疾患としての調査以降、年間累計で最多を更新しています。百日咳は百日咳菌に感染して発症

し、特有のけいれん性の咳発作を特徴とする呼吸器感染症です。主な感染経路は咳やくしゃみなどに

よる飛沫感染ですが、接触感染にも注意が必要です。咳が出るときはマスクを着用するなど咳エチケ

ットを徹底することのほか、手指消毒・手洗いの励行など基本的な感染対策が大切です。また、予防

接種も感染対策として重要であり、生後 2 月以降に計 4 回、定期接種である五種（四種）混合ワクチ

ンの接種を行いましょう。 

百日咳の患者の状況（全数報告）                           単位（人） 

*1 2025 年第 27 週（7/1～7/6）時点, *2 2025 年 7 月 16 日時点 

 

 

令和元年  

（ 2019）  

令和２年  

（ 2020）  

令和３年  

（ 2021）  

令和４年  

（ 2022）  

令和５年  

（ 2023）  

令和６年  

（ 2024, 

速報値）  

令和７年  

(2025) 

全国 16846 2800 705 492 1000 4054 43728 *1 

大分県 270 113 9 1 3 3  428 *2 
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４ 伝染性紅斑 

伝染性紅斑の第 28週における定点当りの報告数は 2.81人で、第 23週から警報基準を超えており、

注意が必要です。頬の特徴的な発疹（紅斑）出現の 7～10 日程前にあらわれる微熱やかぜの症状の時

期に、ウイルスの排泄量が最も多く、二次感染予防策が難しいため、日頃から手洗いの励行や咳エチ

ケットを心がけることが大切です。また、妊娠中に感染すると、胎児への感染や流産のリスクとなる

可能性がありますので、伝染性紅斑と診断された家族がいる場合や、流行している地域で多くの小児

と接する機会がある職業の方などは特に注意が必要です。 

 

５ 水痘 

水痘の第 28週における定点当りの報告数は 1.39人で、注意報基準を超えました。水痘は、いわゆ

る「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスの初感染によって引き起こされる、かゆみを伴

う発しんが全身に出現する感染症です。主に小児に多くみられ、通常は予後良好です。しかし、成人

や妊婦、乳児、免疫不全の方、合併症のある方は重症化するリスクが高まりますので注意が必要で

す。感染対策として、ウイルスが多く含まれている水疱に触れた後の確実な手洗いや、家庭内での感

染を防ぐためにタオルの共用を避けるといった接触感染対策が重要です。また、水痘は定期予防接種

（生後 12から 36月までの子どもに対して計２回）となっており、未接種の方は予防接種を受けまし

ょう。 
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６ ヘルパンギーナ 

ヘルパンギーナの第 28週における定点当りの報告数は 5.61人で、警報基準は超えていないものの、

第 25 週以降、増加傾向にあり注意が必要です。発熱と口の中にできる水疱が特徴で、感染経路は飛

沫、接触および経口感染です。予防には手洗いや咳エチケットが有効です。発症後 4週間後頃までは、

便からウイルスが排泄されるため、排便後やおむつ交換の後は、手洗いを徹底しましょう。 

 

 

７ 海外へ渡航される方へ 

自身の予防接種歴を確認し、接種を受けていない予防接種がある場合は、予防接種を受けることを

検討してください。 

帰国後に発熱・発しん等の症状が出現した場合は、必ず事前に医療機関へ連絡をし、マスクを着用

して受診してください。なお、移動の際は、周囲の方への感染を拡げないよう、公共交通機関の利用

は避けてください。 

また、海外で感染症にかからないようにするために、感染症に関する正しい知識と予防方法を身に

付けましょう。厚生労働省のホームページも参考に、渡航先の感染症流行状況の把握や必要なワクチ

ン接種を行う等の対応を講じましょう。 

 

（参考） 

・厚生労働省検疫所ホームページ FORTH（For Travelers' Health） 

https://www.forth.go.jp/index.html 

・厚生労働省ホームページ「海外へ渡航される皆様へ」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou18/index_00003.html 

 

【問合せ先】 

大分県福祉保健部健康政策・感染症対策課

感染症対策班 佐藤、北川 

電話:097-506-2863 


